
米国ノースカロライナ州からの家きん及び家きん肉等の

輸入停止措置の解除について

平成２３年１２月２１日

平成２３年３月、米国ノースカロライナ州において低病原性鳥インフルエンザ（Ｈ５

亜型）が確認されたことから、同州からの家きん及び家きん肉等の輸入を停止したと

ころです。

今般、同州における本病の清浄性が確認されたことから、本日、当該輸入停止措

置が解除されました。




